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訳注：この文書中の 「看護師」とは、原文では nursesであり、訳文では表記の煩雑さを避けるために「看

護師」という訳語を当てるが、免許を有する看護職すべてを指す。 

 

看護師の倫理に関する国際的な綱領は、1953 年に国際看護師協会（ICN）によって初めて採択され

た。その後、この綱領は何回かの改訂を経て、今回、2021 年の見直しと改訂に至った。 

「ICN看護師の倫理綱領」の目的 

「ICN 看護師の倫理綱領」は、看護師と看護学生1の倫理的価値観、責任、職務上の説明責任を明記し

たものであり、看護師が担う様々な役割の中で、倫理的な看護実践を定め、導くものである。行動規範

ではないが、規制機関が定める専門職基準に即して、倫理的な看護実践と意思決定を行うための枠組み

としても利用することができる。 

「ICN 看護師の倫理綱領」は、看護師の役割、職務、責任、行動、専門的判断のほか、患者、看護ケ

アやサービスを受ける人々、協働者およびその他の専門職との関係について、倫理的指針を示してい

る。この綱領は基礎的なものであり、看護実践をつかさどる各国の法律、規制および専門職基準と組み

合わせて活用されるべきものである。この綱領に示された価値観と義務は、あらゆる実践の場、役割、

領域にある看護師に適用される。 

前文 

19 世紀半ばに体系化された看護が発祥して以来、看護ケアは公平で包摂的な伝統と実践、および多様

性の尊重に深く根ざしているという認識のもと、看護師は一貫して次の 4 つの基本的な看護の責任を意

識してきた。すなわち、健康の増進、疾病の予防、健康の回復、苦痛の緩和と尊厳ある死の推奨であ

る。看護のニーズは普遍的である。 

看護には、文化的権利、生存と選択の権利、尊厳を保つ権利、そして敬意のこもった対応を受ける権利

などの人権を尊重することが、その本質として備わっている。看護ケアは、年齢、皮膚の色、文化、民

族、障害や疾病、ジェンダー、性的指向、国籍、政治、言語、人種、宗教的・精神的信条、法的・経済

的・社会的地位を尊重するものであり、これらを理由に制約されるものではない。 

看護師は、個人、家族、地域社会および集団の健康を、地域・国・世界の各レベルで向上させているそ

の貢献に対し、評価され、敬意を持たれる存在である。看護師は、自身が提供するサービスと他の保健

医療専門職や関連するグループが提供するサービスとの調整を図る。看護師は、敬意、正義、共感、応

答性、ケアリング、思いやり、信頼性、品位といった看護専門職の価値観を体現する。 

 
1 看護学生の実践も「ICN 看護師の倫理綱領」に沿って行われる必要がある。教育のレベルによって、看

護学生の行動に対する責任は、当該学生とその監督者の間で共有される。 
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「ICN看護師の倫理綱領」について 

「ICN 看護師の倫理綱領」には、4 つの基本領域が設けられており、倫理的行動の枠組みとなってい

る。すなわち、「看護師と患者またはケアやサービスを必要とする人々」「看護師と実践」「看護師と

看護専門職」および「看護師とグローバルヘルス」である。 

「ICN看護師の倫理綱領」の基本領域別の適用方法 

この綱領では、看護師が基準を行動につなげられるよう、各基本領域の記述に続いて表を掲載してい

る。なお、この表は各領域に含まれる主な考え方を例示したもので、概念を網羅的あるいは完全に記載

することを意図したものではない。看護の倫理的な職責と価値観は、あらゆる形の看護サービスと役割

――臨床家、教育者、学生、研究者、管理職、政策立案者など――に適用される。職能団体もまた、これ

らの職責と価値観を指針とする。図（21 ページ）は、専門職の価値観と職責の関係を表したものであ

る。 
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「ICN看護師の倫理綱領」の活用方法 

「ICN 看護師の倫理綱領」は、社会の価値観とニーズに基づいた行動指針である。この綱領は、看護

ケアが提供されるあらゆる場面において、実際の看護や保健医療に適用されて初めて、生きた文書とし

て意味を持つ。 

この綱領の目的を達成するためには、看護師がこれを十分に理解し、身に付け、自己の職務のあらゆる

場面で活用する必要がある。看護学生や看護師は、学生生活や職業生活を通じて、いつでもこの綱領を

手にとって活用できるようにすべきである。 

看護師が実施すべき事項として、以下のようなものが挙げられる： 

• 綱領の基本領域に含まれる基準について学ぶ。 

• それぞれの基準が自己にとってどういう意味を持つかを考える。各自の看護実践、教育、研究、管

理、リーダーシップあるいは政策立案の領域において、どのように倫理を適用できるか検討する。 

• 協働者やその他の人々と、この綱領について話し合う。 

• 経験に基づき倫理的ジレンマの例を挙げ、この綱領に示されている行動基準に照らして検討する。

ジレンマの解決において、この綱領がどのような方法を示しているか確認する。 

• グループワークを通じて倫理的意思決定とは何かを明確にし、倫理的行動の基準に関して合意を図

る。 

• 看護の実践、教育、管理、研究および政策において常に倫理基準を活用しながら、自国の看護師協

会、協働者およびその他の人々と協働する。 

「ICN看護師の倫理綱領」の普及 

「ICN 看護師の倫理綱領」を効果的に活用するためには、看護師がこの綱領を十分に理解する必要が

ある。ICN は、この綱領が看護教育機関、現場の看護師、看護関係出版社や一般のマスメディアに普

及することを期待する。さらに、看護師以外の保健医療専門職や一般市民、消費者団体、政策立案グル

ープ、人権擁護団体、看護師の雇用者などにも、この綱領が普及されることを望む。各国看護師協会に

対しては、この綱領を自国の言語に翻訳して採用すること、あるいは自国の看護倫理綱領を支える枠組

みとして活用することを推奨する。  
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1. 看護師と患者またはケアやサービスを必要とする人々2 

1.1 看護師の専門職としての第一義的な責任は、個人、家族、地域社会、集団のいずれかを問わ

ず、看護ケアやサービスを現在または将来必要とする人々（以下、「患者」または「ケアを必

要とする人々」という）に対して存在する。 

1.2 看護師は、個人、家族、地域社会の人権、価値観、習慣および宗教的・精神的信条がすべての人

から認められ尊重される環境の実現を促す。看護師の権利は人権に含まれ、尊重され、保護され

なければならない。 

1.3 看護師は、個人や家族がケアや治療に同意する上で、理解可能かつ正確で十分な情報を、最適

な時期に、患者の文化的・言語的・認知的・身体的ニーズや精神的状態に適した方法で確実に

得られるよう努める。 

1.4 看護師は、個人情報を守秘し、個人情報の合法的な収集や利用、アクセス、伝達、保存、開示

において、患者のプライバシー、秘密性および利益を尊重する。 

1.5 看護師は、同僚およびケアを必要とする人々のプライバシーと秘密性を尊重し、直接のコミュ

ニケーションにおいても、ソーシャルメディアを含むあらゆる媒体においても、看護専門職の

品位を守る。 

1.6 看護師は、あらゆる人々の健康上のニーズおよび社会的ニーズを満たすための行動を起こし、

支援する責任を、社会と分かち合う。 

1.7 看護師は、資源配分、保健医療および社会的・経済的サービスへのアクセスにおいて、公平性

と社会正義を擁護する。 

1.8 看護師は、敬意、正義、応答性、ケアリング、思いやり、共感、信頼性、品位といった専門職

としての価値観を自ら体現する。看護師は、患者、同僚、家族を含むすべての人々の尊厳と普

遍的権利を支持し尊重する。  

 
2 「患者」と「看護ケアまたはサービスを必要とする人々」という 2 つの表現は、同じ意味で使用され

る。いずれの表現も、看護ケアやサービスを必要とする患者、家族、地域社会、集団を意味している。

看護実践の場は、病院、在宅・地域ケア、プライマリケア、公衆衛生、ポピュレーションヘルス、長期

療養ケア、矯正ケア、学術機関、政府と多岐にわたり、それぞれの部門に限定されない。 
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1.9 看護師は、保健医療の実践・サービス・場における人々と安全なケアに対する脅威を認識・対

処し、安全な医療の文化を推進する。 

1.10 看護師は、プライマリ・ヘルスケアと生涯にわたる健康増進の価値観と原則を認識・活用し、

エビデンスを用いた、パーソン・センタード・ケアを提供する。 

1.11 看護師は、テクノロジーと科学の進歩の利用が人々の安全や尊厳、権利を脅かすことがないよ

うにする。介護ロボットやドローンなどの人工知能や機器に関しても、看護師はパーソン・セ

ンタード・ケアを維持し、そのような機器は人間関係を支援するもので、それに取って代わる

ことがないように努める。 

「ICN 看護師の倫理綱領」の基本領域別の適用方法 

＃1：看護師と患者またはケアやサービスを必要とする人々 

看護師、看護リーダー 

および看護管理者 

教育者および研究者 各国看護師協会 

人々に焦点をあてた文化的に適

切なケアを提供する。それは、

人権を尊重し、偏見や不当な差

別なく、人々の価値観、習慣、

信条に配慮することである。 

保健医療アクセスの基盤として

の文化規範、安全性とコンピテ

ンス、倫理、人権、公平性、人

間の尊厳、正義、格差、連帯に

関する内容を、教育カリキュラ

ムに含める。人権問題を探求す

るための研究をデザインする。 

人権と倫理基準を支持する所

信声明、実践基準および指針

を策定する。 

倫理的課題、倫理的推論、倫理

的行動に関する継続教育に参加

する。すべての利害関係者の間

で、開かれた議論を促進する。 

教育カリキュラムのデザインに

おいて、査読を経て公表された

最新の看護倫理へのアプローチ

を取り入れる。 

倫理的課題、倫理原則・推論、

倫理的意思決定について、教

育・学習の機会を提供する。こ

れには、自律尊重、無危害、善

行、正義も含まれる。 

倫理教育の基準を確立し、看

護師に対して継続的な倫理教

育を提供する。 

看護・医療ケアに対する、イン

フォームド・コンセントを確保

する。これには、治療を選択ま

たは拒否する権利が含まれる。 

自律尊重、インフォームド・コ

ンセント、プライバシー、秘密

性の尊重に関して教育を行う。

不利益を被ることなく研究への

参加を拒否または撤回できる被

験者の権利を尊重する。 

看護・医療ケアに対するイン

フォームド・コンセントに関

連する、被験者のための指針

や所信声明、関連文書、継続

教育を提供する。 
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「ICN 看護師の倫理綱領」の基本領域別の適用方法 

＃1：看護師と患者またはケアやサービスを必要とする人々 

看護師、看護リーダー 

および看護管理者 

教育者および研究者 各国看護師協会 

患者の意向と地域社会の安全を

踏まえ、関連法に従い、人権、

秘密性、プライバシーの保護の

ため、媒体（電子／紙ベース）

に関わらず、情報、健康に関す

る記録、報告の各システムの使

用においては、専門職としての

倫理的判断を行う。 

画像・記録・コメントのいずれ

かに関わらず、メディアや報

告・記録システムを利用する際

の正確性、秘密性、プライバシ

ーを教育カリキュラムで扱う。 

また、極度の緊急事態における

報告の仕組みの活用について熟

知する。 

人権、秘密性、プライバシー

を保護する情報・報告システ

ム、および公衆衛生上の感染

流行や極度の緊急事態に関す

る報告義務の仕組みの適切な

利用に関して、指針および実

践基準を作成する。 

人々の安全の脅威となるリスク

や不適切な行為、テクノロジー

の乱用がある場合には、適切な

管理者や関係機関に連絡し、こ

れを裏付ける事実を提供する。

テクノロジーが開発される際に

は看護師が技術や科学の進歩に

伴うリスクを観察・報告する必

要がある。 

尊厳と権利を尊重し新しいテク

ノロジーを考慮した安全なケア

とは何かについて、教育カリキ

ュラムに含め、研究を実施す

る。 

患者に使用されるテクノロジ

ーの研究開発に看護師を含め

るよう、政府、保健医療団

体、医療機器企業、製薬企業

に働きかける。 

看護師の倫理的義務と責任を満

たし、看護専門職の価値観とあ

り方を積極的に支持する。 

教育カリキュラムに看護専門職

の価値観とあり方、倫理的責任

と義務、国際的な観点からの倫

理的枠組みについて、含める。

倫理的な研究指針を重視し、こ

れを普及させる。 

人権問題を探求するための研究

をデザインする。 

基本文書の中で看護の価値観

とあり方を明示し、自国の看

護師の倫理綱領にこれを取り

入れる。 
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「ICN 看護師の倫理綱領」の基本領域別の適用方法 

＃1：看護師と患者またはケアやサービスを必要とする人々 

看護師、看護リーダー 

および看護管理者 

教育者および研究者 各国看護師協会 

職場における安全を構築しモニ

タリングする。 

保健医療現場において、すべて

の人にとって健康で安全で持続

可能な実践環境を確保するた

め、特性、リスク因子、スキル

に関する学習を指導し、推進す

る。 

看護師と他の保健医療従事者

にとって健康で安全な職場を

推進するため、雇用主に働き

かける。 

安全な環境と健康な地域社会

を確保するための指針を提供

する。 

健康と安全を守るため、明快

で利用しやすい透明性のある

有効な報告手続きを擁護す

る。 
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2. 看護師と実践 

2.1 看護師は、自身の倫理的な看護実践に関して、また、継続的な専門職開発と生涯学習によるコ

ンピテンスの維持に関して、それらを行う責任とその説明責任を有する。 

2.2 看護師は実践への適性を維持し、質の高い安全なケアを提供する能力が損なわれないように努

める。 

2.3 看護師は、自身のコンピテンスの範囲内、かつ規制または権限付与された業務範囲内で実践

し、責任を引き受ける場合や、他へ委譲する場合は、専門職としての判断を行う。 

2.4 看護師は自身の尊厳、ウェルビーイングおよび健康に価値を置く。これを達成するためには、

専門職としての認知や教育、リフレクション、支援制度、十分な資源配置、健全な管理体制、

労働安全衛生を特徴とする働きやすい実践環境が必要とされる。 

2.5 看護師はいかなるときも、個人としての行動規準を高く維持する。看護専門職の信望を高め、

そのイメージと社会の信頼を向上させる。その専門的な役割において、看護師は個人的な関係

の境界を認識し、それを維持する。 

2.6 看護師は、自らの知識と専門性を共有し、フィードバックを提供し、看護学生や新人看護師、

同僚、その他の保健医療提供者の専門職開発のためのメンタリングや支援を行う。 

2.7 看護師は、患者の権利を擁護し、倫理的行動と開かれた対話の促進につながる実践文化を守

る。 

2.8 看護師は、特定の手続きまたは看護・保健医療関連の研究への参加について良心的拒否を行使

できるが、人々が個々のニーズに適したケアを受けられるよう、敬意あるタイムリーな行動を

促進しなければならない。 

2.9 看護師は、人々が自身の個人、健康、および遺伝情報へのアクセスに同意または撤回する権利

を保護する。また、遺伝情報とヒトゲノム技術の利用、プライバシーおよび秘密性を保護す

る。 

2.10 看護師は、協働者や他者、政策、実践、またはテクノロジーの乱用によって、個人、家族、地

域社会、集団の健康が危険にさらされている場合は、これらを保護するために適切な行動をと

る。 

2.11 看護師は、患者安全の推進に積極的に関与する。看護師は、医療事故やインシデント/ヒヤリハ

ットが発生した場合には倫理的行動を推進し、患者の安全が脅かされる場合には声を上げ、透

明性の確保を擁護し、医療事故の可能性の低減のために他者と協力する。 

2.12 看護師は、倫理的なケアの基準を支持・推進するため、データの完全性に対して説明責任を負

う。  



 

12 

 

「ICN 看護師の倫理綱領」の基本領域別の適用方法 

＃2：看護師と実践 

看護師、看護リーダー 

および看護管理者 

教育者および研究者 各国看護師協会 

読書や学習を通じて、専門職開

発を追求する。知識とスキルの

強化のため、継続教育の機会を

求め、参加する。 

生涯学習および実践コンピテ

ンスの価値と義務に関する学

習を指導し、推進する。理論

と実践について、最新の概念

と画期的な指導方法を探求す

る。 

定期刊行物やメディア、学

会、遠隔教育プログラムを通

じて、看護理論と実践の進歩

を反映した幅広い継続教育の

機会を整備する。 

継続教育を開始し、職場のガバ

ナンスや専門業務の遂行、評

価、看護実践免許の体系的な更

新システムに参画する。看護ス

タッフの実践への適性を監視

し、向上させ、評価する。 

継続学習と実践コンピテンス

の関連性を探求する研究を実

施し、その結果を普及させ

る。 

質の高い看護教育と、実践継

続に必要な教育要件に関する

国の政策を推進する。 

ワークライフバランスと継続的

な個人的成長を目指し、健康的

なライフスタイルを維持する。 

患者に対する義務があること

と同様に、自己に対する義務

があることについて教育し、

実践への適性およびエビデン

スを用いたケアの重要性につ

いて指導する。 

職場におけるレジリエンスの

推進について、教育カリキュ

ラムに含める。 

看護師の健康的な生活水準を

推進する労働環境を求め、働

きかける。 

看護師のための安全で適切な

労働条件に関する指針を提供

する。 

対立や緊張をマネジメントする

ために、専門職種間の協働を促

進する。倫理的価値観を共有す

る環境を推進する。 

質の高いケアと安全性を向上さ

せ、仕返しに対する懸念を払拭

しなければならない。 

これにより、すべての人の健康

を促進するための重要な対話を

受け入れる、より開かれた透明

性のある文化が生まれる。 

他の保健医療分野の役割と価

値観とともに、状況分析およ

びコンフリクトマネジメント

の方法とスキルを指導する。 

他の分野および一般市民に対

して、看護師の役割と看護専

門職の価値観を伝える。看護

の好ましいイメージを推進す

る。虐待やハラスメント、暴

力のない労働環境・条件を擁

護する。 
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「ICN 看護師の倫理綱領」の基本領域別の適用方法 

＃2：看護師と実践 

看護師、看護リーダー 

および看護管理者 

教育者および研究者 各国看護師協会 

患者および同僚との適切な職務

上の関係を構築する。専門職と

しての判断を行い、贈答や賄賂

を拒否し、利益相反を回避す

る。 

職務上の境界とそれを遵守す

るためのスキルを維持し指導

する。 

利益相反の特定と回避の方法

を指導する。 

職務上の境界の基準を設定

し、認知や謝意を表現するた

めのプロセスを整備する。 

ある行為が看護師にとって害に

なる、または道徳的に好ましく

ない場合に、良心的拒否を行う

ときには、患者のケアの継続性

を確保する。 

セルフリフレクションを促

し、良心的拒否の枠組みとプ

ロセスについて指導する。 

特定の医療処置への関与を拒

否する場合の基準と指針を策

定する。 

国内の倫理綱領に、良心的拒

否に関する指針を盛り込む。 
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3. 看護師と看護専門職 

3.1 看護師は、臨床看護実践、看護管理、看護研究および看護教育に関するエビデンスを用いた望

ましい基準を設定し実施することにおいて、重要なリーダーシップの役割を果たす。 

3.2 看護師と看護学研究者は、エビデンスを用いた実践の裏付けとなる、研究に基づく最新の専門

知識の拡大に努める。 

3.3 看護師は、専門職の価値観の中核を発展させ維持することに、積極的に取り組む。 

3.4 看護師は、職能団体を通じ、臨床ケア、教育、研究、マネジメント、およびリーダーシップを

包含した実践の場において、働きやすい発展的な実践環境の創出に参画する。これには、看護

師にとって安全かつ社会的・経済的に公平な労働条件のもとで、看護師が最適な業務範囲にお

いて実践を行ない、安全で効果的でタイムリーなケアを提供する能力を促進する環境が含まれ

る。 

3.5 看護師は、働きやすい倫理的な組織環境に貢献し、非倫理的な実践や状況に対して異議を唱え

る。看護師は、同僚の看護職や他の（保健医療）分野、関連するコミュニティと協働し、患者

ケア、看護および健康に関わる、査読を受けた倫理的責任のある研究と実践の開発について、

その創出、実施および普及を行う。 

3.6 看護師は、個人、家族および地域社会のアウトカムを向上させる研究の創出、普及および活用

に携わる。 

3.7 看護師は、緊急事態や災害、紛争、エピデミック、パンデミック、社会危機、資源の枯渇に備

え、対応する。ケアやサービスを受ける人々の安全は、個々の看護師と保健医療制度や組織の

リーダーが共有する責任である。これには、リスク評価と、リスク軽減のための計画の策定、

実施および資源確保が含まれる。 
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「ICN 看護師の倫理綱領」の基本領域別の適用方法 

＃3：看護師と看護専門職 

看護師、看護リーダー 

および看護管理者 

教育者および研究者 各国看護師協会 

患者ケア、看護および健康に関

する研究の実施、普及、活用を

支援するため、同僚と協働す

る。 

研究の方法論、研究倫理、研

究評価について指導する。 

看護の知見の探究と進歩のた

め、研究の実施、普及、活

用、評価を行う。 

看護研究および学術的調査の

情報を用いて、所信声明や指

針、政策、基準を策定する。 

看護師にとって望ましい社会経

済的条件と労働条件を推進する

連帯と協力を育むため、自国の

看護師協会への入会を促進す

る。 

学習者に対し、看護職能団体

および国際的な看護の協働の

本質、機能、重要性を強調す

る。 

看護職能団体に加入すること

の重要性を広く伝え、各国看

護師協会への参加を促す。 

パンデミックや紛争などの切迫

した危機において、倫理的に行

動し、道徳的苦悩へ対処するた

めの戦略を策定する。 

連帯と公共の利益に対する幅

広い視野を持って、グローバ

ルな問題に地域で対応できる

学生を育てる。特に乳幼児や

脆弱な高齢者、拘留者、経済

的に恵まれない人々、人身売

買の被害者、避難民、難民な

どの健康格差について取り上

げる。 

現下の緊急の社会正義の問題

に対応するため、国際的な組

織と協働する。 

いじめや暴力、セクシャルハラ

スメント、過労、安全、インシ

デント管理といった職場の問題

に関する指針を策定する。あら

ゆる状況における倫理と職場の

倫理的問題に関する研究に参加

する。 

不健全な労働環境の特定や、

レジリエンスのある健康的な

職場コミュニティを形成する

スキルを指導する。看護専門

職全体の職場の倫理的問題に

関する研究を実施する。 

公平で適切な労働条件の実現

に向け、影響力を与え、働き

かけ、交渉する。職場の問題

に対応するため、所信声明と

指針を策定する。 
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「ICN 看護師の倫理綱領」の基本領域別の適用方法 

＃3：看護師と看護専門職 

看護師、看護リーダー 

および看護管理者 

教育者および研究者 各国看護師協会 

緊急事態や災害、紛争、エピデ

ミック、パンデミック、資源の

枯渇に備え、対応する。 

ハイリスクで困難な環境にあ

る人々や集団へのケアリング

に必須な要素を教育カリキュ

ラムに含める。 

保健医療の緊急事態におい

て、保健医療従事者の健康、

安全、ウェルビーイングが優

先され保護されることを擁護

し、政府および保健医療機関

に働きかける。 

 

国籍、人種、民族、言語に関わ

らず、他の文化や国にルーツの

ある同僚に対して、差別のない

行動をとる。 

看護師の倫理的な採用を支持

するため、WHO の「保健医療

人材の国際採用に関する世界

実施規範」の原則を指導す

る。 

看護師の倫理的な採用を推進

し、移民看護師の雇用に対す

る障害を軽減するため、政府

や免許授与機関と協力する。 
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4. 看護師とグローバルヘルス 

4.1 看護師は、すべての人の保健医療へのユニバーサルアクセスの権利を人権として尊重し支持す

る。 

4.2 看護師は、すべての人間の尊厳、自由および価値を支持し、人身売買や児童労働をはじめとす

るあらゆる形の搾取に反対する。 

4.3 看護師は、健全な保健医療政策の立案を主導または貢献する。 

4.4 看護師は、ポピュレーションヘルスに貢献し、国際連合（UN）の持続可能な開発目標

（SDGs）の達成に取り組む。（UN n.d.） 

4.5 看護師は、健康の社会的決定要因の重要性を認識する。看護師は、社会的決定要因に対応する

政策や事業に貢献し、擁護する。 

4.6 看護師は、自然環境の保全、維持および保護のために協働・実践し、気候変動を例とする環境

の悪化が健康に及ぼす影響を認識する。看護師は、健康とウェルビーイングを増進するため、

環境に有害な実践を削減するイニシアチブを擁護する。 

4.7 看護師は、人権、公平性および公正性における、その責任の遂行と、公共の利益と地球環境の

健全化の推進とにより、他の保健医療・ソーシャルケアの専門職や一般市民と協働して正義の

原則を守る。 

4.8 看護師は、グローバルヘルスを整備・維持し、そのための政策と原則を実現するために、国を

越えて協働する。 
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「ICN 看護師の倫理綱領」の基本領域別の適用方法 

＃4：看護師とグローバルヘルス 

看護師、看護リーダー 

および看護管理者 

教育者および研究者 各国看護師協会 

人身売買の防止や発見、脆弱な

集団の支援、普通教育の提供、

飢餓と貧困の軽減など、人権活

動に参加する。 

人権、SDGs、ケアへのユニバ

ーサルアクセス、文化に適し

たケア、市民としての責任、

公平性、社会正義・環境正義

を教育カリキュラムに含め

る。 

看護規制機関やボランティア

団体、国際機関と協働し、人

権、環境正義、国際平和を支

持する所信声明や指針を策定

する。 

現行および新たなテクノロジー

を含むグローバルヘルスに関し

て、自己と同僚を教育する。 

テクノロジーや科学進歩につい

て、安全性、尊厳、プライバシ

ー、秘密性、人権に適合した倫

理的な活用を擁護する。 

革新的な機器、ロボット、遺

伝学、ゲノミクス、幹細胞技

術、臓器提供を含む、多様な

テクノロジーや新たな実践の

利用について、その短期・長

期の倫理上の影響を評価する

機会を追求する。 

テクノロジーと科学進歩につ

いて、国内の保健医療・社会

規範と背景に照らし、倫理的

な利用に関する法律と政策の

策定に寄与する。 

気候変動が人々の健康と地球に

与える負の影響について、知識

を獲得し普及する。 

気候変動の事実と健康に与え

る影響について、また、政

策・制度レベルで気候の健全

化を支援する多くの機会につ

いて、指導する。 

病院や保健医療産業が環境に

与える影響を軽減し、集団の

健康に負の影響を及ぼす気候

変動に対処するための法整備

に参画する。 

看護専門職の価値観に合致した

ポピュレーションヘルスの促進

のため、ソーシャルメディアや

テクノロジーの倫理的かつ効率

的な利用を支持する。 

予防計画、公衆衛生教育、集

団の健康とウェルビーイング

のため、ソーシャルメディア

を含む新しいテクノロジーの

発展、実施、評価に参画す

る。 

国連の SDGs を支援する教育

カリキュラムを作成し、研究

を行なう。 

ポピュレーションヘルスに関

わる国連の SDGs について知

識を更新し、認識を高め、こ

れらの目標達成に向けた看護

の関与を積極的に戦略化す

る。 
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「ICN 看護師の倫理綱領」の基本領域別の適用方法 

＃4：看護師とグローバルヘルス 

看護師、看護リーダー 

および看護管理者 

教育者および研究者 各国看護師協会 

貧困、食料安全保障、シェルタ

ー、移民、ジェンダー、階級、

民族、人種、環境衛生、尊厳あ

る労働、教育など、健康に影響

を与える地域・世界の問題につ

いて行動する。 

ジェンダー、民族、人種、文

化、不平等、差別など、健康

に影響を与える社会政治的・

経済的問題について指導す

る。 

個人と集団の健康と疾病の原

因となる社会政治的因子を研

究する。 

国内外の看護団体と協働し、

健康の社会経済的決定要因に

対処する政策や法律を策定す

る。 

平和、平和外交、平和構築の概

念を日々の実践に取り入れる。 

地域社会および世界における

平和外交と平和構築のための

教育や研究を行う。 

世界平和と正義を推進し、疾

病の要因を改善するため、世

界・国・地域レベルで政府や

看護機関と協働する。 
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「ICN看護師の倫理綱領」：専門職の価値観 

 
  

ケア 

尊厳 

思いやり 

応答性 

公平性 

看護師 

看護師と患者またはケアやサービス

を必要とする人々 
看護師と実践 

敬意 
プライバシー アドボカシー 

安全 秘密性 

包摂性 共感 信頼 

コンピテンス 

リーダーシップ 

スキル 

判断 

サービス 

連帯 正義 

協働 公正 

責任 説明責任 

知識 

公共の利益 

専門知識 

品位 

看護師とグローバルヘルス 看護師と看護専門職 

管
理

政策
教
育

集
団

地

域
社
会

家
族

研
究

個
人

臨床実践
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擁護する（Advocate） 権利および大義を積極的に支援すること。自身の意見を述べる者、または声

を上げられない他者に代わって意見を述べる者を支援すること。アドボカシ

ーは、最終的には、当事者自身からの同意を得て実行されるものである。 

  

コンピテンス

（Competence） 

看護師が所定の役割と状況において安全かつ倫理的に実践するために求めら

れる、知識、スキル、判断および特性が統合されたもの。 

  

秘密性

（Confidentiality） 

秘密性とは、患者情報をその患者のケアと関わりのない第三者と共有しない

という看護師の職責を指す。これは限定的な職責であり、法律や規則が優先

される場合がある（例：特定の疾病の報告義務）。 

  

良心的拒否

（Conscientious 

objection） 

求められた行動への関与を拒否すること、または個人の道徳観を脅かす種類

の介入（例：中絶、性別適合手術、臓器移植）への関与の免除を求めるこ

と。また、特定の患者に不適切、あるいは患者の意思を無視していると考え

られる行動や介入への関与の拒否も含まれる。 

  

協働者 

（Co-workers） 

看護師ならびに、他の保健医療・非保健医療領域の専門職および非専門職。 

  

環境正義 

（Environmental 

justice） 

環境正義は、利益（例：清浄な水、緑地、きれいな空気）の公平な分配と、

負担（例：有毒廃棄物、騒音、工業大気汚染）の安全かつ公平な分担を求め

る。これには、持続可能性、代表者の参加、環境差別の回避も含まれる。 

  

公平性（Equity） 公平性は、社会正義の一側面である。社会の特定の層に健康格差をもたらす

ような制度的な不利益がない状態をいう。人権が十分に認められるために

は、公平性が不可欠である。 

  

倫理（Ethics） 哲学の一分野。応用規範倫理学は、保健医療や職業倫理の中で最も広く活用

されており、社会・地域社会・個人の各レベルで、「道徳的義務

（ought）」を決定する際に役立つ。また、人権や国際協力、気候変動、世

界規模のパンデミック、社会構造的格差といった幅広い社会問題を扱う。 

  

エビデンスを用いた実践

（Evidence-informed 

Practice） 

エビデンスを用いた実践とは、情報を参照して臨床決定を行うためのプロセ

スをいう。研究のエビデンスは、臨床経験や患者の価値観、意向、状況と統

合される。（Woodbury & Kuhnke 2014） 

  

家族（Family） 血縁関係、親族、情緒的あるいは法的な関係で結ばれた人々により構成され

る社会単位。 

  

実践への適性（Fitness 

to practice） 

自身の業務を安全かつ効果的に行うためのスキル、知識、健康および人格を

有していること。（UK NMC 2021） 

  

遺伝学（Genetics） 生物における単一遺伝子、遺伝的多様性、遺伝の研究。 

  

ゲノミクス

（Genomics） 

ヒトの全遺伝子情報の 1 セットである「ゲノム」の研究をいい、健康や薬剤

反応性、遺伝子間の相互作用、環境との相互作用などに影響する変異を見つ

けることを目的とする。 

  

人権（Human rights） 人権とは、国籍、性別、出身国、民族、皮膚の色、宗教、言語、その他いか

なる地位とも関係なく、すべての個人に固有の権利をいう。人権は、生存権

という最も根本的な権利から、食糧、教育、労働、健康、健全な生活条件、

自由の権利まで多岐にわたる。（OHCHR n.d. から改編） 
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各国看護師協会 

（National Nurses 

Associations：NNAs） 

看護師と看護の継続的な発展について、明確化、研究、教育および推進を行

う各国の看護職能団体。 

  

看護師（Nurse） 看護師とは、基礎的で総合的な看護教育の課程を修了し、自国で看護を実践

するよう適切な統制機関から権限を与えられている者である。看護基礎教育

とは、一般看護実践、リーダーシップの役割、そして専門領域あるいは高度

の看護実践のための卒後教育に向けて、行動科学、生命科学および看護科学

における広範囲で確実な基礎を提供する、正規に認定された学習プログラム

である。看護師とは以下のことを行うよう養成され、権限を与えられてい

る。 (1)健康の増進、疾病の予防、そしてあらゆる年齢およびあらゆるヘルス

ケアの場および地域社会における、身体的、精神的に健康でない人々および

障害のある人々へのケアを含めた全体的な看護実践領域に従事すること; (2) 

ヘルスケアの指導を行うこと; (3) ヘルスケア・チームの一員として十分に参

加すること; (4) 看護およびヘルスケア補助者を監督し、訓練すること; (5) 研

究に従事すること。（ICN 1987） 

  

看護管理者 

（Nurse manager） 

看護管理者は、看護ユニットの日々の運営に責任を負い、特定のユニットま

たは部門の看護職員を監督する。 

  

個人情報（Personal 

Information） 

職務上、知り得た情報のうち、個人や家族のプライバシーに関わるもので、

公開されるとプライバシー権の侵害になりうるもの、または、その個人や家

族に不都合や困惑、損害をもたらしうるものをいう。 

  

パーソン・センタード・ 

ケア（Person-centered 

care） 

文化的・宗教的信条など、患者の特性、属性および意向を重視・尊重し、こ

れらを看護ケア、サービスあるいはプログラムデザインの計画と実施に取り

入れること。 

  

職務上の関係

（Professional 

relationship） 

職務上の関係とは、人と人との間で継続的に行われる相互作用であり、適用

される倫理基準のもとで適切と考えられる一連の確立された境界や制限を遵

守するものである。 

  

プライマリ・ヘルスケア

（Primary Health 

Care） 

プライマリ・ヘルスケアとは、個人・家族・地域社会のニーズや意向を中心

に掲げた、健康とウェルビーイングに対する社会全体のアプローチをいう。

より広範な健康の決定要因に対処し、身体的・精神的・社会的な健康とウェ

ルビーイングの包括的で相互に関連する側面を重視する。（WHO 2019） 

  

プライバシー

（Privacy） 

プライバシーとは、個人的な問題、情報あるいは本人の身体に対して侵害を

受けない権利をいう。 

  

関連するグループ

（Related groups） 

個人、家族あるいは地域社会にサービスを提供し、望ましい目標達成を目指

して働く、他の看護師や保健医療従事者あるいは専門職集団。 

  

自己決定（Self-

determination） 

自己の自律的な決定が尊重される権利。自己決定は、絶対的ではない。認知

的・感情的能力不足、成人年齢、自傷他害の可能性、他者の自由の侵害など

によって制限される場合がある。 

  

セルフリフレクション 

（Self-reflection） 

自己の考え、計画および行動を、倫理的責任や倫理指針との関連で評価でき

る能力。 
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健康の社会的決定要因

（Social determinants  

of health） 

人が生まれ、育ち、暮らし、働き、年老いていく社会の状況。これらの環境

は、世界・国・地域レベルでの金銭や権力、資源の分配によって左右され

る。健康の社会的決定要因は、健康の不平等、すなわち国内・国家間で見ら

れる不当かつ回避可能な健康状態の格差の主な原因となっている。（WHO 

2020） 

  

社会正義 

（Social justice） 

社会および専門職のための公平と平等を達成すること（ICN 戦略計画 2019-

2023）。社会正義は、社会的利益・便益の公平な分配と、社会的負担の公平

な分配とを等しく求める公正性のひとつの形であり、普遍的な人権を支持す

る。社会的不平等は、社会的に最も不利な立場にある人々の利益のためにの

み存在しうる。社会正義は、国民か否かを問わず、すべての人に適用され

る。 

ソーシャルメディア 

（Social media） 

ソーシャルメディアは、テクノロジーに基づくツールを通じた社会的交流の

総称で、その多くはオンラインで行われる。これには、インターネット上の

フォーラムやブログ、Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn などのネ

ットワークサイトが含まれるが、これらに限定されない。（Institute of 

Business Ethics 2019） 

  

持続可能な開発目標

（Sustainable 

Development Goals） 

「持続可能な開発目標」は、すべての人にとってより良く、より持続可能な

未来を達成するための詳細な計画である。貧困、不平等、気候変動、環境問

題、平和、正義など、我々が直面する世界的な問題に対応している。17 の目

標はすべて相互に関係しており、誰ひとりとして取り残さないためには、そ

のすべてを 2030 年までに達成することが重要である。（UN n.d.） 

  

価値観（Values） 看護における価値観とは、看護専門職によって、また、看護師と患者の関係

において探求される目標をいう。これには、たとえば、健康、尊厳、敬意、

慈悲、公平性、包摂性などが含まれる。一部の価値観（目標）は、義務（行

動）や人格の特性（美徳）でもある。 

  

https://sdgs.un.org/goals
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